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栃
木
市
消
防
本
部
・
栃
木
市

消
防
署
庁
舎
整
備
基
本
計
画

（
素
案
）に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　

市
消
防
本
部
で
は
、
老
朽
化

及
び
狭
あ
い
化
し
た
各
消
防
庁

舎
を
計
画
的
に
整
備
し
、
災
害

か
ら
市
民
の
安
全
安
心
を
確
保

す
る
た
め
、
昨
年
度
策
定
し
た

「
栃
木
市
消
防
庁
舎
整
備
基
本
構

想
」
を
踏
ま
え
、
消
防
本
部
・

消
防
署
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体

的
な
諸
条
件
の
整
理
検
討
を
行

い
、「
栃
木
市
消
防
本
部
・
栃
木

市
消
防
署
庁
舎
整
備
基
本
計
画

（
素
案
）」
を
取
り
ま
と
め
ま
し

た
。
こ
の
素
案
に
対
す
る
皆
さ

ん
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方
／

市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個
人
、

法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者
／

本
件
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

３
月
11
日
（
月
）

～
４
月
９
日
（
火
） （
必
着
）

閲
覧
場
所　
消
防
本
部
消
防
総

務
課
（
消
防
本
部
別
館
２
階
）、

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎

４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ

く
り
推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・

吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公
民

館
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る

意
見
書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。 

①
直
接
提
出　
消
防
本
部
消
防

総
務
課
窓
口
、
総
務
課
（
本
庁

舎
３
階
）
窓
口
、
各
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課
窓
口
、
大

宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国

府
の
各
公
民
館
窓
口
（
平
日
８

時
30
分
～
17
時
15
分
）

②
郵
送　
〒
３
２
８-

０
０
１
２　

栃
木
市
平
柳
町
１-
34-

５　
栃

木
市
消
防
本
部
消
防
総
務
課
あ
て

③
FAX 

（22）
６
７
６
６

④
✉　

fd

‐soum
u@

city.
tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
さ
れ
た
意
見
は

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
ま
す
。（
住
所･

氏
名
等
は

非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

消
防
本
部
消
防
総
務
課

　
　
　
　
　
　
☎

（23）
３
５
２
７　

投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う

　
選
挙
は
、
国
民
が
政
治
に
参
加

す
る
最
大
の
機
会
で
あ
り
、
民
主

主
義
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
す
。

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
表
者

は
、
法
律
や
条
例
の
制
定
や
予
算

の
決
定
に
か
か
わ
る
な
ど
、
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
代

表
者
を
選
ぶ
の
が
選
挙
で
す
。
私

た
ち
の
代
表
と
し
て
、
国
や
地
方

の
政
治
を
ま
か
せ
る
の
で
す
か

ら
、
選
挙
は
と
て
も
大
切
で
す
。

　
投
票
日
は
学
校
や
仕
事
が
あ

る
、
旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
冠
婚
葬

祭
な
ど
予
定
の
あ
る
方
は
期
日

前
投
票
が
あ
り
ま
す
の
で
積
極

的
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
公
職
選
挙
法
で
は
、
選

挙
の
公
正
、
平
等
を
保
つ
た
め

次
の
行
為
等
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
候
補
者
や
選
挙
事
務
所

関
係
者
だ
け
で
な
く
、
有
権
者

に
も
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

選
挙
違
反
の
主
な
ケ
ー
ス

・
金
銭
、
物
品
、
供
応
接
待
な

ど
に
よ
る
票
の
獲
得
や
誘
導

・
限
ら
れ
た
範
囲
の
有
権
者
や
選

挙
運
動
者
に
対
す
る
寄
附
な
ど

　
日
々
の
く
ら
し
の
中
で
私
た
ち
が

持
っ
て
い
る
意
見
や
願
い
を
政
治
に

反
映
さ
せ
る
た
め
の
貴
重
な
一
票
で

す
。
忘
れ
ず
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

問 
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

寺
尾
財
産
区
議
会
議
員
が
就
任

　

任
期
満
了
に
伴
う
選
挙
の
結

果
、
左
記
の
と
お
り
寺
尾
財
産
区

議
会
議
員
11
名
が
就
任
し
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
30
年
12
月
14
日
か
ら

４
年
間
で
す
。
ま
た
、
今
年
１
月

臨
時
会
で
議
長
に
岩
澤　
進
議
員
、

副
議
長
に
橋
本　
誠
議
員
を
選
任

し
、
議
会
構
成
を
決
定
し
ま
し
た
。

髙
𣘺
孝
男
（
大
久
保
町
）

橋
本　
誠
（
出
流
町
）

鈴
木
光
夫
（
鍋
山
町
）

新
村
正
男
（
梅
沢
町
）

熊
倉
清
信
（
星
野
町
）

峰
岸
晃
一
（
鍋
山
町
）

蓼
沼
善
雄
（
尻
内
町
）

白
石
和
夫
（
梅
沢
町
）

篠
崎
哲
男
（
尻
内
町
）

岩
澤　
進
（
鍋
山
町
）

寺
内　
茂
（
鍋
山
町
）

※
議
席
番
号
順

問 

管
財
課　
☎

（21）
２
６
０
２

４
月
７
日
（
日
） 

　

ふ
れ
あ
い
バ
ス
無
料
運
行

　

ふ
れ
あ
い
バ
ス
を
選
挙
投
票

に
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
、
投
票

日
当
日
に
全
路
線
・
全
区
間
の
無

料
運
行
を
い
た
し
ま
す
。
な
お
、

選
挙
投
票
以
外
で
の
ご
利
用
の

方
も
無
料
と
い
た
し
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
是
非
ふ
れ
あ
い
バ

ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
３

国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年
度

改
定
さ
れ
ま
す
。
平
成
31
年
度
は

月
額
１
万
６
，
４
１
０
円
と
な
り

ま
す
。
現
金
で
納
付
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
４
月
上
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
納
付
書
が
送
ら
れ
ま

す
。
毎
月
の
保
険
料
は
、
翌
月
の

末
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
前
納
す
る
場
合
は
、
５

月
７
日
（
火
）
が
納
期
限
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料　

学
生
納
付

特
例
の
申
請（
４
月
１
日
か
ら
）

　
学
生
で
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
申
請
を
す
る
と
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
年
金
手

帳
／
学
生
証
（
写
し
可
、
表
裏

両
面
が
必
要
）、
ま
た
は
在
学

期
間
が
わ
か
る
在
学
証
明
書
／

印
か
ん
／
申
請
さ
れ
る
方
の
個

人
番
号
カ
ー
ド
、
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
／
来
庁
さ
れ
る
方
の
運

転
免
許
証
、
ま
た
は
個
人
番
号

カ
ー
ド
等
ご
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
／
委
任
状
（
代
理
人
が

手
続
き
す
る
場
合
。様
式
不
問
）

申
請
で
き
る
期
間

　

平
成
31
年
度
に
申
請
が
で
き

る
の
は
、
申
請
が
受
理
さ
れ
た
月

の
２
年
１
か
月
前
か
ら
平
成
32

年
３
月
ま
で
で
す
。
な
お
、
平
成

30
年
度
に
学
生
納
付
特
例
を
承

認
さ
れ
た
方
で
、
平
成
31
年
度
も

引
き
続
き
在
学
予
定
の
方
に
は
、

４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
学
生
納
付
特
例
申
請
書
（
ハ
ガ

キ
形
式
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
を
返
送
さ
れ
た
方
は
、
窓
口
で

の
申
請
は
不
要
で
す
。

　
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
市
役

所
及
び
各
総
合
支
所
で
で
き
ま
す
。

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

４
月
か
ら
産
前
産
後
期
間
の
国
民

年
金
保
険
料
が
免
除
と
な
り
ま
す

対
象
者　
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
で
出
産
日
が
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
の
方

届
出
時
期　
出
産
予
定
日
の
６

か
月
前
か
ら
届
出
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
届
出
が
で
き
る
の
は
、

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
で
す
。

免
除
期
間　
出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か

ら
４
か
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
多
胎

妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か

月
前
か
ら
６
か
月
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４

か
月
）
以
上
の
出
産
を
い
い
ま

す
。（
死
産
、
流
産
、
早
産
さ

れ
た
方
を
含
み
ま
す
。）

産
前
産
後
期
間
の
取
扱
い　

産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら

れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付

し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

次
の
書
類
を
持
参
く
だ
さ
い
。

母
子
健
康
手
帳
／
年
金
手
帳
／

印
か
ん
／
申
請
さ
れ
る
方
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書

類（
個
人
番
号
カ
ー
ド
、通
知
カ
ー

ド
等
）
／
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
本

人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
、在
留
カ
ー
ド
等
）

／
委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き
す

る
場
合
。
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。）

※
死
産
等
の
場
合
は
、
事
前
に
問

合
せ
先
へ
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

新
小
学
１
年
生
・
新
中
学
１

年
生
に
こ
ど
も
医
療
費
受
給

資
格
者
証
を
送
り
ま
す

　
対
象
者
に
、
新
し
い
受
給
資

格
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

（
小
学
生
は
む
ら
さ
き
色
、
中

学
生
は
ピ
ン
ク
色
）。
受
給
期

間
が
終
了
し
た
受
給
資
格
者
証

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
問

合
先
ま
で
返
却
く
だ
さ
い
。

※
受
給
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、

栃
木
市
か
ら
転
出
し
た
場
合
は

受
給
資
格
者
証
を
使
用
で
き
ま

せ
ん
。
転
出
手
続
き
の
際
に
返

却
く
だ
さ
い

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
６

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ご
み
出
し

方
法
が
変
わ
り
ま
す
～
ラ
ベ

ル
を
は
が
し
て
く
だ
さ
い
～

　
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
を
資
源
ご
み
に
出
す

と
き
は
、
ラ
ベ
ル
を
は
が
し
て
く

だ
さ
い
。は
が
し
て
い
な
い
場
合
、

違
反
ご
み
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
直
接
と
ち
ぎ
ク
リ
ー

ン
プ
ラ
ザ
に
持
ち
込
む
場
合
も

ラ
ベ
ル
は
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

環
境
課
環
境
美
化
係
（
と

ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
内
）

　
　
　
　
　
　
☎

（31）
２
４
４
７

新
年
度
証
明
書
発
行
開
始
日

評
価
証
明　
４
月
１
日
（
月
）
～

公
課
証
明　
５
月
10
日
（
金
）
～

所
得
・
課
税
・
住
民
税
決
定
証
明　

・
給
与
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

の
方　
５
月
15
日
（
水
）
～

・
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座

払
い
）、
年
金
特
別
徴
収
の
方　

６
月
10
日
（
月
）
～

証
明
書
交
付
に
必
要
な
も
の　

申
請
書（
窓
口
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
設
置
）
／
窓
口
で
本
人
確

認
で
き
る
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
な
ど
）
／
委
任
状

（
住
民
票
の
世
帯
が
同
一
で
な

い
方
が
証
明
書
を
取
り
に
来
る

場
合
。
ご
家
族
で
も
必
要
）

問 

市
民
税
課
☎

（21）
２
２
６
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

　２０１９（平成３１）年度  市税等の納期一覧
　　納期限内で納付に協力をお願いします。
　　(    ) は納期限日・口座振替日です。

月 軽自動車税 固定資産税
都市計画税

市・県民税
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料
介護保険料

普通徴収 年金徴収 普通徴収 年金徴収

４月 ４月
仮徴収

４月
仮徴収

５月 全 期
（5月31日）

１ 期
（5 月 31 日）

６月 １ 期
（7 月 1 日）

６月
仮徴収

６月
仮徴収

７月 ２ 期
（7 月 31 日）

１ 期
（7 月 31 日）

８月 ２ 期
（9 月 2 日）

８月
仮徴収

２ 期
（9 月 2 日）

８月
仮徴収

９月 ３ 期
（9 月 30 日）

３ 期
（9 月 30 日）

10 月 ３ 期
（10月31日）

１０月
本徴収

４ 期
（10月 31日）

１０月
本徴収

11 月 ４ 期
（12月2 日）

５ 期
（12 月 2 日）

12 月 ４ 期
（1 月 6 日）

１２月
本徴収

６ 期
（1 月 6 日）

１２月
本徴収

１月 ７ 期
（1 月 31 日）

２月 ２月
本徴収

８ 期
（3 月 2 日）

２月
本徴収

３月 ９期（随時）
（3 月 31 日）

市税・保険料の納付は安心・便利な口座振替を
利用できる市税等　※普通徴収に限る
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料　など
受付窓口　収税課、各総合支所市民生活課、各支所・出張所、
取扱金融機関（ゆうちょ銀行は直接最寄りの郵便局へ申込み）
取扱金融機関　市内に店舗のある金融機関および三井住友銀行

（すべての本支店が利用可）
申請に必要なもの　取引金融機関の通帳、通帳届出印
※収税課窓口では、取引金融機関のキャッシュカードをお持ち
いただくだけで申し込みできます。（対応可能金融機関が限られ
ますので、問い合わせください）
振替開始時期　申込日の翌月末以降の納期から振替を開始します。
２０１９（平成３１）年度第 1 期より口座振替開始希望の場合
・固定資産税・都市計画税、軽自動車税…４月末まで
・市県民税…5 月末まで
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料…6 月末
までに申込みください。
※国民健康保険税を口座振替利用の方が、後期高齢者医療保険
に切り替えとなった場合は、改めて申込みが必要です。

問 収税課  ☎（21）2281


